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基本コード体系
JLAC11は、5つの要素区分よりなり，それぞれ、1.　測定物コード（5桁），2.　識別コード（4桁），3.　材料コード（3桁），4.　測定法コード35桁），5.　結果単位コード（2桁）の17桁で表記される。

例：総蛋白（TP）[image: テキスト, テーブル

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]

1. 測定物コード

1）概要
JLAC11の第1構成要素である測定物コード（5桁）は、所定の付番ルールに基づき，測定対象物質を一意に決定するために用いる。測定物コードは、他要素には従属せず、独立したコードとして付番する。
JLAC11の測定物コードは先頭文字を英字とし、先頭文字が数字のJLAC10と区別する。

2）付番規則
[bookmark: _Hlk216181406]コード５桁のうち、先頭1 桁目が大分類，2 桁目は中分類を表し、続く3～5桁目により、当該分類に属する測定物項目を特定する。大分類・中分類は付番の際の目安として設定されたものであり、当初は一部に診療報酬点数表の区分を参考にした経緯があるが、Ver.1.0以降は、診療報酬点数表の区分とは連動せず、独立して運用する。加えてVer.1.0以降は、測定物における材料、測定法等の混入は、これを排除する。
（1）大分類
	先頭１桁目
	分類
	先頭１桁目
	分類

	A
	尿・糞便等検査
	K
	輸血関連検査

	B
	血液学的検査
	V
	感染症関連検査

	C
	生化学的検査
	M
	微生物学的検査

	D
	薬物関連検査
	P
	病理学的検査

	H
	内分泌学的検査
	L
	その他検体検査

	E
	免疫学的検査
	G
	遺伝学的検査

	F
	アレルゲン検査
	
	


（2）中分類
尿・糞便等検査 【A】
生体から排出または採取される尿、糞便、体腔液などを材料（＝検体）とし、物理的・化学的・形態学的手法を用いて分析または観察する検査を指す。
※尿・体腔液など、材料を問わず化学成分（例：蛋白、アルブミンなど）の測定物は「C：生化学的検査」に区分される。
	先頭１桁目
	2桁目
	中分類

	A
	1
	尿一般検査

	
	2
	糞便検査



血液学的検査 【B】
末梢血一般検査（白血球数・赤血球数・血小板数・ヘモグロビン値・ヘマトクリット値など）、形態学的検査（末梢血塗抹標本・骨髄像など）、凝固・線溶系検査、赤血球沈降速度（血沈）、血小板凝集能など、血液の性状を評価する検査を指す。
	先頭１桁目
	2桁目
	中分類

	B
	1
	血液一般・形態検査

	
	2
	凝固・線溶関連検査

	
	3
	血液学的検査/血液化学検査（赤血球酵素を除く）



生化学的検査 【C】
生体内の化学成分を測定対象とした検査を指す。主として、酵素反応などの生化学的反応を利用し、比色法（吸光光度法）や電極法などの物理化学的測定手法により実施されるが、測定対象の性質に応じて、電気泳動法や免疫学的手法など、他の分析原理による検査も含まれる。
	先頭１桁目
	2桁目
	中分類

	C
	1
	蛋白・膠質反応

	
	2
	酵素および関連物質

	
	3
	低分子窒素化合物

	
	4
	糖質および関連物質

	
	6
	脂質および関連物質

	
	7
	血液ガス・電解質・ビタミン・関連物質

	
	8
	生体微量金属・生体色素関連物質

	
	0
	包括検査、パネル検査など



内分泌学的検査 【H】
内分泌系に関連するホルモンおよびそれらの結合蛋白・受容体を測定対象とした検査を指す。ホルモンの分泌や調節、ならびに標的器官の機能を評価することを目的とする検査を含む。
	先頭１桁目
	2桁目
	中分類

	H
	1
	視床下部・下垂体ホルモン

	
	2
	甲状腺ホルモンおよび結合蛋白

	
	3
	副甲状腺ホルモン

	
	4
	副腎皮質ホルモンおよび結合蛋白(CBG を含む)

	
	6
	性腺・胎盤ホルモンおよび結合蛋白

	
	7
	膵・消化管ホルモン

	
	8
	ホルモン受容体・その他

	
	0
	包括検査、パネル検査など



免疫学的検査 【E】
免疫系の構成成分および関連物質を測定対象とし、生体内の免疫応答や炎症（免疫グロブリン、補体、血漿蛋白など）、悪性腫瘍（腫瘍マーカー）、自己免疫（自己抗体）などの病態を把握・評価することを目的とする検査を指す。また、アレルギー領域において、アレルゲン特異IgG、ヒスタミン遊離試験（HRT）、CAST（アレルゲン特異的遊離ロイコトリエン）など、免疫応答や免疫寛容の評価を目的とする項目は、「F：アレルゲン検査」ではなく本分類に含まれる。
	[bookmark: _Hlk216202694]先頭１桁目
	2桁目
	中分類

	E
	1
	免疫グロブリン・アレルギー（免疫応答・免疫寛容関連）

	
	2
	補体および関連物質

	
	3
	血漿蛋白

	
	4
	腫瘍関連抗原

	
	5
	自己免疫関連検査



アレルゲン検査 【F】  
アレルギー領域において、特異的IgEは、本分類に含まれる。

	先頭１桁目
	2桁目
	中分類

	F
	0
	特異的IgE

	
	１
	特異的IgE



[bookmark: _Hlk216182657]輸血関連検査【K】
血液型判定、不規則抗体検出、交差適合試験など、輸血における適合性確認および安全性確保を目的とする検査を指す。測定原理として抗原抗体反応を利用する免疫学的手法を用いるが、検査の目的および臨床運用上の性質に基づき、輸血関連領域として独立して区分される。
	先頭１桁目
	2桁目
	中分類

	K
	1
	輸血関連検査



感染症関連検査 【V】
病原体（細菌、ウイルス、真菌、寄生虫など）の存在や感染状態を、血清学的または分子生物学的に評価することを目的とする検査を指す。免疫学的手法（抗原・抗体検出）および核酸増幅法（PCR等）により、各種感染症に関連する抗原・抗体・核酸を測定対象とする。塗抹標本・培養・同定・感受性試験などの微生物学的検査は含まれない。
	先頭１桁目
	2桁目
	中分類

	V
	1
	感染症(非ウイルス)関連検査

	
	2
	ウイルス感染症検査



その他検体検査 【L】
以下に示す検査項目を対象とする。主として、負荷試験・機能検査項目、計算値結果項目、自己測定検査項目、および一般用検査薬（OTC検査薬）を用いた検査項目が含まれる。
	先頭１桁目
	2桁目
	中分類

	L
	１
	負荷試験・機能検査項目

	
	2
	計算値結果項目

	
	3
	自己測定検査

	
	4
	一般用検査薬検査


・L2:計算値結果項目
実測により得られた単一または複数の検査結果値、および／または患者属性情報（年齢、性別、身長、体重等）に基づき、計算処理により算出される派生指標（derived value）に該当する検査項目（※1）を対象とした測定物区分である。
ただし、測定系として直接測定法が確立している検査（※2）は含まない。
※1）例：「A/G比」：「総蛋白」「アルブミン」の複数（2 つ）の検査結果値を用いて算出
「推算GFRcreat」：「クレアチニン」と「年齢」「性別」の単一（1つ）の検査結果値と患者属性にて算出
※2）例：LDL-コレステロール（直接法による実測値）、尿蛋白／クレアチニン比（尿試験紙法による実測値）
L2測定物は、当該派生指標を算出するために必要な元測定物の存在を前提とするが、それらの測定物または測定法に従属するものではない。
L2測定物に対応する測定法としては、原則として「計算法」を用いる。
※ 計算式が異なり、算出される値に臨床的または定義上の差異を認める場合には、別の計算法として付番する。

2．.識別コード

1）　概要
[bookmark: _Hlk216017985][bookmark: _Hlk216018358][bookmark: _Hlk216018890]JLAC11の第2構成要素である識別コード（4桁）は、検査結果の属性を識別するために用いる。識別コードは、他要素とは独立して付番する「識別（共通）」と、測定物コードに従属する「識別（固有）」、「識別（(ユーザー設定）」　があり、各々のコード帯を分けて設定する。

2）　付番規則
（1）　識別（共通）
①　一依頼、一検査結果項目の場合
識別コードは、検査結果形態に依らず一律に “0000” とする。
②　識別・負荷試験　1001～1299 : 
生体機能検査において、薬剤等その他の刺激物質を投与し、その後の時間経過に伴い複数の検査結果を得る場合には、その結果属性に係らず、各測定時点に応じて本区分のコード帯から適切なコードを選択して付番する。なお、当該負荷試験結果を束ねる上位の17桁コードを設ける際、その識別コードは “0000” である。
負荷前の測定には 「1299：負荷試験 前」 を用いる。負荷 1 分後～240 分後までは 分単位にて表現し、末尾 2 桁が“分単位”を示す。例として、「1001：負荷試験 1 分後」, 「1005：負荷試験 5 分後」, 「1240：負荷試験 240 分後」 のように表記する。負荷 5 時間後～24 時間後までは “時間単位”にて表現し、「1240」に続くコードとして「1241：負荷試験 5 時間後」から「1260：負荷試験 24 時間後」までを使用する。“時間単位”の範囲のコードでは、末尾 2 桁に特定の時間的意味を持たせない。
なお、本項に該当する負荷試験とは、糖負荷試験、各種の内分泌負荷試験等である。
③　識別・採取時間　1301～1399 : 生体中濃度の日内変動・日間変動を把握することを目的と　して1測定物を同日内に複数回検査する場合、あるいは日内変動等の影響を踏まえて検体の採取日・採取時間・被検者の体勢(姿勢)等を特に指定する場合にあっては、その結果属性に係らず、それぞれの結果につき検体の採取タイミングに応じて本区分のコード帯より選択して付番する。なお、当該測定結果を束ねる上位の17桁コードを設ける際、その識別コードは “0000” である。
なお、本項に該当する日内変動検査とは、血糖・尿糖ターゲス等であり、検体の採取日を特に指定する検査とは便中ヘモグロビン測定等、検体の採取時間・被検者の体勢(姿勢)を特に指定する検査とは、下垂体-副腎皮質ホルモン検査等である。

（2）識別（固有）
①　一連検査
一依頼検査項目につき、当該検査の特性、あるいは適用する測定法の原理上、不可分な複数の結果成分がある場合、これらを一連検査と呼ぶ。一連検査にあっては、それら複数の結果成分を束ねる上位の17桁コードを設け、その際の識別コードは “0000” とする。なお、上位の17桁コードは検査結果を持たないことから、その単位コードは “00” である。当該測定物コードに対する複数結果成分の識別コードは測定物固有の識別コードとして “0001” から昇順に付番する。本項に該当する検査は下表のとおりである。なお、記載はあくまで例示であり、検査技術の進歩等に伴い、区分ならびに該当項目が追加されることを妨げない。

	　技術的区分
	検査項目例

	
	検査原理によるもの

	鏡検
	末梢血液像、骨髄像、尿沈渣

	電気泳動
	蛋白分画、アイソザイム

	クロマトグラフィー
	アミノ酸分析、脂肪酸分析

	マススペクトロメトリー
	一般細菌同定、プロテオミクス解析

	多項目同時検出システム
	細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出、
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出

	DNAシークエンサー
	遺伝子パネル検査

	血液ガス分析装置
	血液ガス分析



②　セット検査
一依頼項目につき、互いに独立した複数項目であっても、臨床的・学術的観点から複数項目の検査結果を一体として提示・評価することが適当とされる場合、これをセット検査という。
セット検査の上位項目(見出し項目/依頼項目)とたる測定物コードに従属する識別コードには “9999” を付番する。なお、見出し項目/依頼項目は検査結果を持たないことから、その単位コードは “00” である。一検査一結果の場合、“0000“ とする。ただし、当該検査項目が複数の結果成分を有する場合は、測定物固有の識別コードとして個々の結果成分につき0001” より昇順に付番する。 
本項に該当するセット検査とは、尿中一般物質定性半定量検査(尿一般検査)、末梢血液一般検査、アレルゲン特異的 IgE、血球表面抗原検査(フローサイトメトリ―検査)等である。

(3) 識別（(ユーザー設定）
　　識別　0901～0999は、JLAC11を使用する医療機関、健診機関等において、日本臨床検査医学会により既成のコード表に定義されない検査結果を扱う必要がある場合に施設内の独自運用として設定・使用することができるが、“ローカルコード”に相当する。したがって、本区分（0901〜0999）を用いて構成されたJLAC11の個々のコードは当該機関内での利用に限られるものであり、標準コードとしての利用はできない。
コード帯の区分:：識別コード0000～9999の適用区分は以下の通りである。


なお、同一の体外診断用医薬品（検体検査用医療機器）に対する17桁コードを生成する際、識別（共通）コードと識別（固有）コードは併用しない。 


3.　材料コード

1）概要
JLAC11の第3構成要素である材料コード（3桁）は、検査材料を識別するために用いる。材料コードは、他要素には従属せず、独立したコードとして付番する。
（1）推奨コード
[bookmark: _Hlk214211374]　　原則として検査材料は “推奨コード” と指定された分類により、付番する。
　　推奨コード（例）　尿：100、血清：250、血漿：240、全血(静脈血、抗凝固剤入り)：211、全血（動脈血、抗凝固剤入り)：223　　血液材料における“添加物” には、プロテアーゼ阻害剤(アプロチニンなど)あるいはその他の薬剤等を含む。
但し、検査目的や検査材料としての適否の判断のために、さらに詳細な分類を要する場合にあっては、他のコードを用いることを妨げない。
  
2）付番規則
主な用途別にコード帯を下表のように定める。
	#
	コード帯
	用途
	例

	１
	100～699
	検体検査、微生物検査
	尿（100）、血清（250）

	２
	700～899
	臓器、組織部位
	皮膚（711）、リンパ節（721）

	３
	900～999
	その他
	




4.　測定法コード

1）概要
JLAC11の第4構成要素である測定法コード（3桁）は、測定法を識別するために用いる。体外診断用医薬品の場合は「体外診断薬の販売名(製品名)」、検体検査用の医療機器の場合は「医療機器の販売名(製品名)」とする。販売名称はHTML添付文書を採用する。測定法コードは、測定物コードに従属するコードとして付番する。

2）付番規則
測定法コードには001～999を用い、用途によって下記の通りコード帯を区分する
	#
	コード帯
	用途
	例示

	1
	001～500
	体外診断用医薬品による検査に適用
	HBs抗原（V2011）に対して、
ルミパルスⅡ　HBsAb（018）

	 2
	501～900
	検体検査用医療機器による検査に適用
	ヘモグロビン分画（B0002）に対して、
D-100システム（501）

	3
	901～979
	複数の検査結果からの演算による検査、自家調製試薬を用いた検査等、#1、#2に該当しない測定法
	推算GFRcreat（L2008）に対して、計算法(901)
血液型-ABO（K1001）に対して、赤血球凝集反応（定性）(901)

	3４
	980～989
	主として鏡検法によるものであり、分析装置を要しない検査に適用
	末梢血液像[鏡検法]（B1030）に対して、
鏡検法（染色）（981）

	4５
	990～999
	上掲の#1、#2、#3のいずれにも該当しない検査に適用
	


5.　結果単位コード

1）概要
JLAC11の第5構成要素である結果単位コード（2桁）は、検査結果の単位を識別するために用いる。結果単位コードは、他要素には従属せず、独立したコードとして付番する。

2）付番規則
結果単位コードの先頭1桁目は数字（0～9）または英字（A～Z、IとOを除く）とし、2桁目も数字（0～9）または英字（A～Z、IとOを除く）を用いて表記する。
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#  コード帯  適用区分  

1  0000 （共通 ）  ・一連検査における上位測定物コードに対し て付番する。   ・一依頼一検査結果、 複数結果のいずれの 場合においても付番する。   ※下記２～ 6 は除く  

2  0001 ～ 0899 ( 固有 )  ・ 他の構成要素コードにて検査内容を特定 できない場合において 、 個々の測定物コード に従属する検査結果に対し、   “ 0001 ”   より 昇順に付番する。  

3  0901 ～ 0999  ・ユーザー設定領域   ※（標準コードとしては用いない）  

4  1001 ～ 1299 （共通 ）  ・負荷時間  

5  1301 ～ 1399 （共通 ）  ・採取条件  

6  9999 （共通 ）  ・セット検査における上位測定物コードに対 して付番する  
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		#

		コード帯

		適用区分



		1

		0000（共通）

		[bookmark: _Hlk187135463]・一連検査における上位測定物コードに対して付番する。

・一依頼一検査結果、複数結果のいずれの場合においても付番する。

※下記２～6は除く



		[bookmark: _Hlk187135929]2

		0001～0899(固有)

		・他の構成要素コードにて検査内容を特定できない場合において、個々の測定物コードに従属する検査結果に対し、 “0001” より昇順に付番する。



		3

		0901～0999

		・ユーザー設定領域

※（標準コードとしては用いない）



		4

		1001～1299（共通）

		・負荷時間



		5

		1301～1399（共通）

		・採取条件



		6

		9999（共通）

		・セット検査における上位測定物コードに対して付番する








